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第８章 災害復旧・被災者援護計画 

 

災害が発生した際には、速やかに、被災施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことに

より、被災地の復興へとつなげていく必要がある。 

このため、村及び道は、防災関係機関との適切な役割分担及び連携の下、被災地域の特性や被災

状況、関係する公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復旧を目指すのか、災害に強いまち

づくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すのかについて早急に検討し、基本とな

る方向を定め、又は、これに基づき計画を作成することにより、計画的に災害復旧事業を実施する

ものとする。 

併せて、災害廃棄物の広域処理を含めた処分方法の確立と、計画的な収集・運搬・処理により、

適切かつ速やかに廃棄物処理を行うものとする。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保や生活資金の援助等、きめ細かな支援を講じ

るものとする。 

なお、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、国に緊急災害対策本部が設置され、当該災害か

らの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、大規模災害からの復興に関する法律

（平成 25年法律第 55号）に基づき、被災地の復興を図るため必要となる措置を行うものとする。 
 
 
 

第１節 災害復旧計画 

 

第１ 実施責任 

村長及びその他の執行機関、指定地方行政機関の長、指定公共機関及び指定地方公共機関、

その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有するものが実施する。 
 

第２ 復旧事業計画 

公共施設の災害復旧事業計画は、概ね次の計画である。 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画 

（1） 河川 

（2） 砂防設備 

（3） 林地荒廃防止施設 

（4） 地すべり防止施設 

（5） 急傾斜地崩壊防止施設 

（6） 道路 

（7）下水道 

（8）公園 

２ 農林水産業施設災害復旧事業計画 

３ 都市施設災害復旧事業計画 

４ 上水道災害復旧事業計画 
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５ 住宅災害復旧事業計画 

６ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

７ 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 

８ 学校教育施設災害復旧事業計画 

９ 社会教育施設災害復旧事業計画 

10 その他災害復旧事業計画 
 

第３ 災害復旧予算措置 

災害復旧事業、その他関係事業に要する費用は、別に法律に定めるところにより、予算の

範囲内において、国及び道が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる。 

なお、事業別の国庫負担及び補助率は、概ね北海道地域防災計画「第 9章 災害復旧計画」

別表のとおりである。 
 

第４ 激甚災害に係る財政援助措置 

著しく激甚である災害が発生した場合には、村及び道は、被害の状況をすみやかに調査把

握し、早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和 37年法律

第 150 号）による激甚災害の指定が受けられるよう措置して、公共施設の災害復旧事業が円

滑に行われるよう努める。 
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第２節 被災者援護計画 

 

第１ 罹災証明書の交付 

１ 音威子府村 

（1） 村は、被災者に対する各種支援措置を早期に実施するため、災害の状況を迅速かつ的

確に把握するとともに、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体

制を確立する。 

（2） 村長は、当該地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請が

あつたときは、遅滞なく、住家の被害その他村長が定める種類の被害の状況を調査し、

罹災証明書を交付しなければならない。 

２ 消防機関 

（1） 村長は、罹災証明書のうち火災に起因するものの交付に関する事務について、必要に

応じて、消防長等に、消防法による火災損害調査の結果に基づき行わせることとするこ

とができる。 

（2） 消防事務の共同処理に関して複数の市町村が一部事務組合や広域連合を設立している

場合において、その規約上、火災に起因する罹災証明書の交付についても共同処理の対

象とされている場合には、当該一部事務組合等が火災に係る罹災証明書の交付を行う。 
 

第２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

１ 被災者台帳の作成 

（1） 村長は、当該地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総

合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況

や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作

成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

（2） 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 

ア 氏名 サ 市町村長が台帳情報を当該市町村以外の者に提

供することに被災者本人が同意している場合に

は、その提供先 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 シ (11)の提供先に台帳情報を提供した場合には、

その旨及びその日時 オ 住家の被害その他市町村長が定め

る種類の被害の状況 ス 被災者台帳の作成に当たり、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 2条第 5

項に規定する個人番号を利用する場合には、当

該被災者に係る個人番号 

カ 援護の実施の状況 

キ 要配慮者であるときは、その旨及

び要配慮者に該当する事由 

ク 一電話番号その他の連絡先 

ケ 世帯の構成 セ その他被災者の援護の実施に関し市町村長が必

要と認める事項 コ 罹災証明書の交付の状況 

（3） 村長は、被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災

者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部

で利用することができる。 

（4） 村長は、必要に応じて、被災者台帳の作成のため、道や他の市町村等に対して被災者
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に関する情報の提供を求めることができる。 

２ 台帳情報の利用及び提供 

（1） 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を、その保有に当た

って特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。 

ア 本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下この号において同

じ。）の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

イ 村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

ウ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 

（2） 台帳情報の提供を受けようとする申請者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書

を当該台帳情報を保有する村長に提出しなければならない。 

ア 申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地） 

イ 申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

ウ 提供を受けようとする台帳情報の範囲 

エ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合には、

その使用目的 

オ その他台帳情報の提供に関し、村長が必要と認める事項 

（3） 村長は、（2）の申請があった場合において、当該申請が不当な目的によるものと認め

るとき又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に

使用されるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報

を提供することができる。 

 但し、その場合、提供する台帳情報には、当該被災者に係る行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2条第 5項に規定する個人番号（本

節第 2の（2）のス）を含めない。 
 

第３ 融資・貸付等による金融支援 

災害の応急復旧を図り、罹災者の速やかな立直りを期するための応急金融については次のとお

りである。 

なお、応急金融の融資の名称、取扱機関等の大要の詳細は、北海道地域防災計画「資料編」に

よる。 

１ 生活福祉資金 

２ 母子・寡婦福祉資金 

３ 災害援護資金貸付金 

４ 災害復興住宅資金 

５ 農林漁業セーフティネット資金 

６ 天災融資法による融資 

７ 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設（災害復旧）） 

８ 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）水産業施設資金（災害復旧） 

９ 造林資金 
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10 樹苗養成資金 

11 林道資金 

12 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設資金）林業施設資金（災害復旧） 

13 共同利用施設資金 

14 林業経営維持資金 

15 備荒資金直接融資資金 

16 中小企業総合振興資金「セーフティネット貸付（災害貸付）」 

17 勤労者福祉資金 

18 「被災者生活再建支援法」に基づく支援（資料 18） 
 

資料編〔応急・復旧〕 ・「被災者生活再建支援法」に基づく支援（被災者生活再建支援制度）（資料18） 

 

なお、主な応急金融対策は次のとおりである。 

１ 農林業応急融資 

村は、農林業経営者の維持安定を図るため、次のとおり融資制度の導入に努める。 

（1） 天災融資制度 

天災による被害農林業者等に対し、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通

に関する暫定措置法」（昭和 30年法律第 136 号）による資金の融資 

（2） 株式会社日本政策金融公庫支援制度 

２ 生活確保資金融資 

（1） 生業資金の貸付 

村は、被災した生活困窮者等の再起に必要な事業資金その他小額融資の貸付資金を確保

するため、次の資金の導入に努める。 

ア 救助法による生業に必要な資金 

イ 生活福祉資金の災害援護資金 

ウ 母子寡婦福祉資金 

エ 株式会社日本政策金融公庫資金 

（2） 被災世帯に対する住宅融資 

低所得世帯又は母子世帯で災害により住宅を失い、又は破損等のために居住することが

できなくなった場合は、住宅を補修し、又は非住宅を住家に改造する等のための資金を必

要とする世帯に対して、次の資金の導入に努める。 

ア 生活福祉資金の災害援護資金、又は住宅資金 

イ 母子寡婦福祉資金の住宅資金 

（3） 被災者生活再建支援金 

被災者生活再建支援法（平成 10年法律第 66 号）に基づき、自然災害により生活基盤に著

しい被害を受けた対象世帯に対し、生活必需品等の購入資金として被災者生活再建支援金の

支給に努める。 
 

第４ 災害義援金の募集及び配分 

災害による被災者を救護するための災害義援金の募集及び配分については、次のとおりで

ある。 
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１ 義援金の受付（配分） 

日赤北海道支部は、全国各地からの義援金受付窓口を設置し、義援金の受入れを実施する

とともに、日赤北海道支部及び村に義援金配分委員会を設置し、被害状況に応じて義援金を

り災者に配分する。 

総務部 財政資材班は、全国各地からの義援金を受付けるとともに、提供者の意向を尊重

し、被害状況に応じて義援金を配分する。 

２ 音威子府村の災害義援金品の受付・配分 

（1） 義援金品の受付 

災害対策本部に義援金品の受付窓口を開設し、寄託される義援金品を受け付ける。 

また、義援品を提供する場合は、被災地のニーズに応じた物資とし、品名を明示する等

梱包に際して、被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮するよう努める。 

（2） 災害義援金配分委員会の設置 

災害発生時に集まった義援金の配分が公平かつ効果的に行われるよう、音威子府村災害

義援金配分委員会（以下、本節において「配分委員会」という。）を設置し、庶務は、本

部事務局（総務課 総務財政室）が行う。 

３ 配分計画の作成 

配分に当たっては、義援金総額、被災状況等を考慮した配分基準を定めるとともに、適切

かつ速やかに配分する。 

なお、配分委員会では、義援金の配分計画として次の事項について審議する。 

（1） 配分対象 

（2） 配分基準 

（3） 配分方法 

（4） その他必要な事項について 

４ 配分結果の公表 

配分委員会は、義援金の配分結果について、村防災会議に報告するとともに、報道機関等

を通して公表し、救援活動の透明性の確保を図るものとする。 
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